
広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
規
則
第
六
十
七
号 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事

務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
広
島
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
） 

第
二
条 

（
略
） 

一 

削
除 

 

 

一
の
二 

（

略
） 

（
略
） 

一
の
三 

削 

 

除 

                

（
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
） 

第
二
条 
（
略
） 

一 

特
例
条

例
第
二
条

の
表
の
第

三
号
の
二

⑽
に
規
定

す
る
理
容

師
法
の
施

行
に
係
る

事
務
の
う

ち
、
規
則

に
基
づ
く

事
務
で
あ

っ
て
別
に

規
則
で
定

め
る
も
の 

理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三

年
広
島
県
規
則
第
六
十
九
号
）
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
確
認
証
の
交
付 

一
の
二 

（

略
） 

（
略
） 

一
の
三 

特

例
条
例
第

二
条
の
表

の
第
四
号

の
三
⑾
に

規
定
す
る

温
泉
法
の

施
行
に
係

る
事
務
の

う
ち
、
規

則
に
基
づ

く
事
務
で

あ
っ
て
別

に
規
則
で

定
め
る
も

の 

広
島
県
温
泉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二

十
五
年
広
島
県
規
則
第
二
十
一
号
）
第

二
十
条
の
規
定
に
よ
る
温
泉
利
用
施
設

管
理
者
の
申
請
事
項
の
変
更
又
は
利
用

廃
止
の
届
出
の
受
付 



一
の
四 

削 

 

除 

 

一
の
五 

削 

 

除 

                

一
の
六 

削 

 

除 

                

一
の
七 

（

略
） 

（
略
） 

一
の
八 

削 

 

除 

   

 

一
の
四 

特

例
条
例
第

二
条
の
表

の
第
四
号

の
四
⑺
に

規
定
す
る

興
行
場
法

の
施
行
に

係
る
事
務

の
う
ち
、

規
則
に
基

づ
く
事
務

で
あ
っ
て

別
に
規
則

で
定
め
る

も
の 

興
行
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
五

年
広
島
県
規
則
第
五
十
二
号
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の 

⑴ 

規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
し
ゆ

ん
工
届
書
の
受
付 

⑵ 

規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
書
若
し
く
は
届
出
書
の
記
載

事
項
の
変
更
又
は
営
業
の
停
止
若
し

く
は
廃
止
の
届
出
の
受
付 

一
の
五 

特

例
条
例
第

二
条
の
表

の
第
四
号

の
五
⒀
に

規
定
す
る

旅
館
業
法

の
施
行
に

係
る
事
務

の
う
ち
、

規
則
に
基

づ
く
事
務

で
あ
っ
て

別
に
規
則

で
定
め
る

も
の 

旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
五

年
広
島
県
規
則
第
五
十
一
号
）
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
し
ゆ
ん
工
届
書
の
受
付 

一
の
六 

特

例
条
例
第

二
条
の
表

の
第
四
号

の
六
⑾
に

規
定
す
る

公
衆
浴
場

法
の
施
行

に
係
る
事 

務
の
う
ち
、 

規
則
に
基 

づ
く
事
務 

で
あ
っ
て 

別
に
規
則 

で
定
め
る 

も
の 

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十

五
年
広
島
県
規
則
第
五
十
三
号
）
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
し
ゆ
ん
工
届
書
の
受

付 

一
の
七 

（

略
） 

（
略
） 

一
の
八 

特

例
条
例
第

二
条
の
表

の
第
九
号

の
四
⑿
に

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭

和
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
百
三
十
六

号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
証
の

交
付 



 
 

（
略
） 

（
略
） 

一
の
九
の
二

（
略
） 

（
略
） 

一
の
十 

削 

 

除 

 

 
              

（
略
） 

（
略
） 

 

規
定
す
る

ク
リ
ー
ニ

ン
グ
業
法

の
施
行
に

係
る
事
務

の
う
ち
、

規
則
に
基

づ
く
事
務

で
あ
っ
て

別
に
規
則

で
定
め
る

も
の 

（
略
） 

（
略
） 

一
の
九
の
二

（
略
） 

（
略
） 

一
の
十 

特

例
条
例
第

二
条
の
表

の
第
十
四

号
の
二
の

二
⑽
に
規

定
す
る
美

容
師
法
の

施
行
に
係

る
事
務
の

う
ち
、
規

則
に
基
づ

く
事
務
で

あ
っ
て
別

に
規
則
で

定
め
る
も

の 

美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三

年
広
島
県
規
則
第
七
十
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
確
認
証
の
交
付 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


